
-1-  一般会計 

第９号議案 

令和４年度加東市一般会計予算 

 令和４年度加東市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，４５０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，

０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、

給料、職員手当、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤費用に限る。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

  令和４年３月１日提出 

加東市長 安 田 正 義 













第２表

                                                                                            （単位　千円）

図書館用図書購入事業 令和５年度まで 17,700

中学校生徒用机椅子更新事業 令和５年度まで 9,600

学校ICT活用支援事業 令和８年度まで 73,920

学校給食用精米購入事業 令和５年度まで 10,282

個人住民税及び固定資産税当初課税通知封入封緘業
務

令和７年度まで 5,550

小学校児童用机椅子更新事業 令和５年度まで 24,400

水利施設管理強化事業「東条川Ⅰ期地区」負担金 令和８年度まで 2,192

国営造成施設管理体制整備促進事業「加古川西部Ⅰ
期」負担金

令和７年度まで 324

債 務 負 担 行 為

令和５年度まで社地域小中一貫校整備事業（増築校舎等新設分） 3,918,728

限 度 額事 項 期 間
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第３表

                                                                                            （単位　千円）

地 域 活 性化 事 業 11,200

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、その他の場合は債
権者と協定するところ
による。
　ただし、市財政の都
合により据置期間若し
くは償還期限を短縮
し、繰上償還し、又は
低利に借換えすること
ができる。

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率見直しを行っ
た後において
は、当該見直し
後の利率とす
る。

緊急浚渫推進事業

地 方 債

水 道 事 業 会 計
出 資 事 業

5,800

合 併 特 例 事 業

29,800

償 還 の 方 法起 債 の 目 的

臨 時 財 政対 策 債

限度額 起債の方法

1,700,800

学校施設整備事業 264,200

6,000

石 綿 対 策 事 業 209,400

た め 池 整備 事 業

利 率

4.0%以内 普通貸借又は
 証券発行

46,300

農業基盤整備事業 5,500

道 路 整 備 事 業

3,544,500合 計

670,000

緊 急 防 災 ・
減 災 事 業

40,200

公 共 施 設等 適 正
管 理 推 進 事 業

555,300

 （他の地方公共
 団体との共同発
 行を含む。）
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令和４年度 

加東市一般会計予算説明書 




































